
　これから婚活をはじめようと思っている人や現在婚活でお困りごとがある人の悩みや相談を、養老町婚活サポー
ターがお聞きします。どんな話でも結構ですので、お気軽にご参加ください。
　また、おみサポ・ぎふ会員は、県が運営する「ぎふ広域結婚支援相談ネットワーク（おみサポ・ぎふ）」の閲覧が可
能です。（閲覧を希望する場合は、写真付き身分証明書の提示が必要です）
　希望者には、その場で養老町婚活サポーター制度や、おみサポ・ぎふの登録受付も行います。（印鑑およびプロ
フィール写真の持参が必要です　※おみサポ・ぎふの即日のご利用はできません）

１．使用期限（延長後）
　　令和11年３月末まで

２．対象児童
　①平成31年４月２日から令和７年４月１日までに出生し、令和７年４月１日時点で町に住民登録がある児童
　②令和７年４月２日から令和８年４月１日までに出生し、出生の時点で町に住民登録がある児童
　③平成31年４月２日から令和８年３月31日までに出生し、令和７年４月１日から令和８年３月31日までの間に
養老町に転入した児童

３．利用について
　ようろうっこサポートクーポンは、養老町ファミリー・サポート・センター
および病児保育園Support youの利用料として１ポイント＝１円分で利用
いただけます。ぜひご活用ください。

　申込方法などの詳細は、コンサポようろう　マリサポ相談室
（http://konsapo-yoro.com/（右記QRコード））をご参照ください。
次回の相談室開催は、３月15日（日）を予定しています。
【運営委託】養老町婚活サポーターの会

日　　時：２月11日（水）９時～ 12時　※１人あたり１時間程度（事前申込制）
場　　所：町中央公民館　２階第４会議室
参 加 費：無料
対 象 者：婚活をしようとしている人・している人（本人以外も可）
申込期限：２月10日（火）正午　※先着順
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　令和７年６月より随時配布している「ようろうっこサポー
トクーポン」において、ご利用いただける期間を延長します。
ようろうっこサポートクーポンは、養老町ファミリー・サ
ポート・センターおよび病児保育園Support youで利用で
きるクーポンです。 み ほ んみ ほ ん


